
 

①交差点及びその側端から５メー

トル以内の部分 

②横断歩道及びその前後の側端か

らそれぞれ前後に５メートル以内

の部分 

③道路のまがり角から５メートル

以内の部分 

※わん曲しているまがり角の場合

は、わん曲部分の側端から５メー

トル以内の部分 

④道路のまがり角から５メートル

以内の部分 

⑤踏切及びその前後の側端からそれ

ぞれ前後に 10メートル以内の部分 

⑥安全地帯の左側の部分及びその前

後の側端からそれぞれ前後に 10 メ

ートル以内の部分 

⑦坂の頂上付近及び勾配の急な坂 ⑧トンネル 

⑨駐停車禁止標識・道路標示（黄色

の実線）による駐停車禁止場所 

真室川町路線バス 

注 意 

①から⑨の場所は駐停車すること

が道路交通法で禁止されていま

す。バスの乗降ができませんので、

ご注意ください。 


